
1 

著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次第

一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

著
作
物
等
の
利
用
の
裁
定
に
関
す
る
手
続
（
第
七
条

の
五―

第
十
二
条
）

第
七
章
～
第
十
五
章

（
略
）

附
則

目
次第

一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

著
作
物
等
の
利
用
の
裁
定
に
関
す
る
手
続
（
第
七
条

の
五―

第
十
二
条
の
二
）

第
七
章
～
第
十
五
章

（
略
）

附
則

第
六
章

著
作
物
等
の
利
用
の
裁
定
に
関
す
る
手
続

（
削
る
）

第
六
章

著
作
物
等
の
利
用
の
裁
定
に
関
す
る
手
続

（
著
作
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）

第
七
条
の
五

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合

は
、
著
作
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
そ
の
他

著
作
権
者
と
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
権
利
者
情
報
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
た
め
に
次

に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
よ
り
取

得
し
た
権
利
者
情
報
そ
の
他
そ
の
保
有
す
る
全
て
の
権
利
者
情

報
に
基
づ
き
著
作
権
者
と
連
絡
す
る
た
め
の
措
置
を
と
つ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
場
合
と
す
る
。

一

広
く
権
利
者
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
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と
し
て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
刊
行
物
そ
の
他
の
資
料
を
閲

覧
す
る
こ
と
。 

二 

著
作
権
等
管
理
事
業
者
そ
の
他
の
広
く
権
利
者
情
報
を
保

有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
定
め

る
者
に
対
し
照
会
す
る
こ
と
。 

三 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
、
公
衆
に
対
し
広
く
権
利
者
情
報
の
提
供
を
求

め
る
こ
と
。 

２ 

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
。 

 

 

（
補
償
金
の
供
託
を
要
し
な
い
法
人
） 

第
七
条
の
五 

法
第
六
十
七
条
第
二
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に

掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

 

（
補
償
金
の
供
託
を
要
し
な
い
法
人
） 

第
七
条
の
六 

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人

は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

 

一 

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人 

二 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人 

三 
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人 

四 

日
本
放
送
協
会 

 

（
手
数
料
） 

（
著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
に
関
す
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第
八
条 

法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
法
第
六
十
八
条
第
四
項
（
法

第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
六
千

九
百
円
と
す
る
。 

２ 

法
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
七
条
第

四
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
一
万
三

千
八
百
円
と
す
る
。 

 

る
裁
定
の
申
請
） 

第
八
条 

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法

人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

二 

著
作
物
の
題
号
（
題
号
が
な
い
と
き
、
又
は
不
明
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨
）
及
び
著
作
者
名
（
著
作
者
名
の
表
示
が

な
い
と
き
、
又
は
著
作
者
名
が
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
） 

三 

著
作
物
の
種
類
及
び
内
容
又
は
体
様 

四 

補
償
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項 

五 

著
作
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由 

六 

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利

用
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

２ 

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲

げ
る
資
料
と
す
る
。 

一 

申
請
に
係
る
著
作
物
の
体
様
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
図
面
、
写
真
そ
の
他
当
該
著
作
物
の

体
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料 

二 

申
請
に
係
る
著
作
物
が
公
表
さ
れ
、
又
は
相
当
期
間
に
わ

た
り
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
若
し
く
は
提
示
さ
れ
て
い
る
事
実

が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料 

 

 （
削
る
） 

（
担
保
金
の
取
戻
し
） 

第
八
条
の
二 
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保

金
を
供
託
し
た
者
は
、
当
該
担
保
金
の
額
が
同
条
第
八
項
の
規
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定
に
よ
り
著
作
権
者
が
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
額
を
超

え
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
を
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
る
。 

 
（
担
保
金
の
取
戻
し
） 

第
九
条 
法
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
及
び
同
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
法
第
百
四
条
の
二
十
一
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
七
条
の
二
第

九
項
に
規
定
す
る
者
が
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
同
項

に
規
定
す
る
担
保
金
の
額
か
ら
同
条
第
八
項
（
法
第
百
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
法
第
百
四
条
の
二
十
一
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
が
弁
済
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

  

（
著
作
物
の
放
送
等
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
） 

第
十
条 

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
化
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法

人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

二 

著
作
物
の
題
号
（
題
号
が
な
く
、
又
は
不
明
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
）
及
び
著
作
者
名
（
著
作
者
名
が
表
示
さ
れ
て

（
著
作
物
の
放
送
等
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
） 

第
九
条 

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
化
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
第
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

 

（
新
設
） 
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お
ら
ず
、
又
は
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
） 

三 

著
作
物
の
種
類
及
び
内
容
又
は
体
様 

四 

補
償
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項 

五 
著
作
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に

法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

六 

著
作
権
者
と
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
理
由 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
に
係
る
著
作
物
の
体
様
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
図
面
、
写
真
そ
の
他
当
該
著
作
物
の

体
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料 

二
・
三 

（
略
） 

 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

二 

著
作
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に

法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

三 

著
作
権
者
と
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
理
由 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
資
料 

  

二 

著
作
権
者
と
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料 

三 

申
請
に
係
る
著
作
物
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す

る
資
料 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
へ
の
録
音
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
） 

第
十
一
条 

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
化
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

二 

申
請
に
係
る
音
楽
の
著
作
物
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用

レ
コ
ー
ド
の
名
称
（
名
称
が
な
く
、
又
は
不
明
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
） 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
へ
の
録
音
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
） 

第
十
条 

法
第
六
十
九
条
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
第
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
前
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

申
請
に
係
る
音
楽
の
著
作
物
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用

レ
コ
ー
ド
の
名
称
（
名
称
が
な
い
と
き
、
又
は
不
明
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨
） 
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２ 

（
略
） 

 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
資
料 

二 

前
項
第
二
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
最
初
に
国
内
に
お
い

て
販
売
さ
れ
た
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料 

三 

前
項
第
二
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
販
売
さ
れ
た
日
か
ら

三
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料 

四 

申
請
に
係
る
音
楽
の
著
作
物
の
前
項
第
二
号
の
商
業
用
レ

コ
ー
ド
へ
の
録
音
が
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
疎
明
す
る
資
料 

 

 

（
削
る
） 

（
手
数
料
） 

第
十
一
条 

法
第
七
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
一
件
に
つ
き
六
千
九
百
円
と
す
る
。 

 

（
実
演
等
の
放
送
等
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
） 

第
十
二
条 

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
著
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
実

演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
又
は
有
線
放
送
」
と
、
同
条
第
一
項
第

二
号
中
「
著
作
者
名
（
著
作
者
名
」
と
あ
る
の
は
「
実
演
家
、

レ
コ
ー
ド
製
作
者
、
放
送
事
業
者
又
は
有
線
放
送
事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
（
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六

号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は

「
著
作
隣
接
権
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
償
金
の
額
の
通
知
） 

第
十
二
条 

文
化
庁
長
官
は
、
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
者
に
対
し
て
法
第
七
十
条
第
五

項
の
裁
定
を
し
な
い
処
分
を
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
と
き
（
そ

の
者
が
当
該
処
分
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
著
作
権
者
と
連
絡
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
併
せ
て

法
第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
六
項
の
補
償
金
の
額
を
通

知
す
る
。 

２ 

文
化
庁
長
官
は
、
法
第
七
十
条
第
六
項
の
裁
定
を
し
た
旨
の

通
知
を
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
裁
定
に
係
る
著
作
物
の
利

用
に
つ
き
定
め
た
補
償
金
の
額
を
通
知
す
る
。 



 

7 

 
 

 （
削
る
） 

（
著
作
隣
接
権
へ
の
準
用
） 

第
十
二
条
の
二 

第
七
条
の
五
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
二
条
の

規
定
は
、
法
第
百
三
条
に
お
い
て
法
第
六
十
七
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
並
び
に
第
七
十
条
第

一
項
及
び
第
八
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
中
「
法
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
第

八
条
の
二
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
」
と
、
「
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
七
条
の
二
第
八
項
」
と
、
第

九
条
第
一
項
及
び
前
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
裁
定
前
の
手
続
等
） 

第
五
十
四
条 

文
化
庁
長
官
は
、
指
定
団
体
か
ら
放
送
事
業
者
等

の
団
体
を
他
の
当
事
者
と
す
る
裁
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
（
当

事
者
の
双
方
か
ら
裁
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
法
第
九
十
五
条
第
十
二
項
（
法
第
九
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該

団
体
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
裁
定
の
当
事
者
と

な
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
書
面
を
も
つ
て
回
答
す
べ

き
こ
と
を
求
め
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 

 

（
裁
定
前
の
手
続
等
） 

第
五
十
四
条 

文
化
庁
長
官
は
、
指
定
団
体
か
ら
放
送
事
業
者
等

の
団
体
を
他
の
当
事
者
と
す
る
裁
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
（
当

事
者
の
双
方
か
ら
裁
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
法
第
九
十
五
条
第
十
二
項
（
法
第
九
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該
団

体
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
裁
定
の
当
事
者
と
な

る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
書
面
を
も
つ
て
回
答
す
べ
き

こ
と
を
求
め
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 
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附 

則 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
へ
の
録
音
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
） 

第
四
条 
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
資
料
の
ほ
か
、
申
請
に
係
る
音
楽
の
著
作
物
が
法
の

施
行
前
に
国
内
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録

音
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
へ
の
録
音
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
） 

第
四
条 

第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
資
料
の
ほ
か
、
申
請
に
係
る
音
楽
の
著
作
物
が
法
の
施

行
前
に
国
内
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音

さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料
を
添
附
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 




